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 河川整備計画の目標に関する事項 

３.１ 河川整備計画の対象区間 

河川整備計画の対象となる区間は、都市圏域において福岡県が管理するすべての河川とします。

（表 3-1 参照） 

 

表 3-1 河川整備計画の対象区間 

 

 

 

下　流　端

1
左岸：
右岸：

久留米市西町大字金丸橋603番7地先

久留米市西町大字金丸橋619番1地先
筑後川合流点 4.1

2
左岸：
右岸：

久留米市東町30番19地先

久留米市東町33番18地先
金丸川合流点 4.0

3
左岸：

右岸：

久留米市長門石町字下鴉津1468番地先

佐賀県
筑後川合流点 2.7

4
左岸：

右岸：
筑紫野市大字柚須原字栗木172番3地先

筑紫野市大字柚須原字鬼の瀬337番1地先
宝満川直轄上流端 23.3

5
左岸：

右岸：
久留米市小森野字小管牟田487番2地先の市道橋 宝満川合流点 1.0

6
左岸：

右岸：
小郡市福童字整理田631番地先の整理田橋 宝満川合流点 1.8

7
左岸：
右岸：

小郡市小郡字東上築地458番1地先の国鉄橋 宝満川合流点 3.1

8
左岸：

右岸：
小郡市三沢字井手の上728番6地先

小郡市三沢字井手の上726番2地先
宝満川合流点 2.7

9
左岸：
右岸：

小郡市三沢字大手木4517番1地先の中棚田橋 宝満川合流点 3.1

10
左岸：

右岸：

朝倉市大字隈江字汐敷192番1地先

朝倉市大字隈江字メクラ落2007番1地先
宝満川合流点 9.0

11
左岸：

右岸：
筑前町大字下高場字草場58番地先

筑前町大字下高場字小松301番1地先
草場川合流点 1.0

12
左岸：

右岸：

筑前町大字東小田字昭和3204番地先

筑前町大字東小田字餅田290番1地先
宝満川合流点 4.1

13
左岸：

右岸：
筑紫野市大字原田字前小原1061番地先

筑紫野市大字堀田1086番1地先
宝満川合流点 3.7

14
左岸：
右岸：

筑前町大字曽根田壱の葉1013番5地先

筑前町大字山の下1009番4地先
宝満川合流点 7.8

15
左岸：

右岸：
筑前町大字曽根田字サヤノ谷2番地先

筑前町大字三並字寺尾4番地先
曽根田川合流点 4.0

16
左岸：
右岸：

筑前町大字松延字三国手775番地先

筑前町大字松延字三国手786番2地先
宝満川合流点 2.5

17
左岸：

右岸：

筑紫野市大字山家字砂釜946番1地先

筑紫野市大字山家字砂釜944番1地先
宝満川合流点 7.5

18
左岸：

右岸：
筑紫野市大字平等寺字下村541番1地先

筑紫野市大字平等寺字阿弥陀堂448番1地先
宝満川合流点 7.7

19
左岸：

右岸：

筑紫野市大字山口382番1地先

筑紫野市大字山口539番地先
山口川合流点 1.4

20
左岸：

右岸：
筑紫野市大字平等寺字トコロ1860番地先の第3号橋 山口川合流点 1.5

21
左岸：

右岸：

太宰府市大字内山字大門440番1地先

太宰府市大字内山宇野田558番21地先
宝満川合流点 3.4

22
左岸：

右岸：
小郡市八坂字大橋1353番地先

小郡市八坂字大橋1312番地先
新宝満川合流点 4.0

23
左岸：
右岸：

小郡市下西鯵坂1387番地先

小郡市下西鯵坂1314番地先
思案橋川合流点 3.0

24
左岸：

右岸：
久留米市高良内町大字打掛口1693番1地先

久留米市高良内町大字打掛口1689番地先
筑後川合流点 7.2

25
左岸：
右岸：

久留米市御井町字千杷平1063番地先

久留米市山川町字沓形1950番地先
筑後川合流点 2.1

26
左岸：

右岸：

大刀洗町大字山隈字清水本1502番地先の県道橋下流

端
筑後川合流点 12.7

27
左岸：

右岸：
久留米市北野町大字中字寺田725番2地先

久留米市北野町大字中字中牟田742番1地先
大刀洗川合流点 1.6

28
左岸：

右岸：

大刀洗町大字下高橋字牟田三番2850番2地先

小郡市古飯字八石1445番地先
大刀洗川合流点 1.3

29
左岸：

右岸：
久留米市太郎原町字土橋759番3地先

久留米市太郎原町字中橋779番地先
筑後川合流点 1.5

30
左岸：
右岸：

久留米市山本町耳納字大尾2653番地先

久留米市山本町耳納字大尾2654番地先
筑後川合流点 8.5

31
左岸：

右岸：
朝倉市大字馬田字才田2176番地先の国鉄橋 筑後川合流点 11.4

32
左岸：
右岸：

陣屋川からの分派点 筑後川合流点 1.0

33
左岸：

右岸：

久留米市北野町大字八重亀字井流825番地先

久留米市北野町大字中川字川西750番1地先
陣屋川合流点 2.6

陣屋川放水路

池田川

大刀洗川

小池川

寺川

江川

大谷川

陣屋川

山中川

原川

思案橋川

烏田川

高良川

下弓削川

曽根田川

三並川

天神川

山家川

山口川

兎ヶ原川

高原川

口無川

草場川

長音寺川

牟田川

宝珠川

池町川

沼川

宝満川

小森野川

法司川

築地川

河川名
河川区間 県管理

区間延長

(km)上　流　端

金丸川
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３.２ 河川整備計画の対象期間 

河川整備計画の対象期間は、整備計画対象期間における河川整備が一連の効果を発揮するため

に必要な期間として、計画策定時から概ね 30 年間とします。 

なお、本計画は、現時点の被害軽減の緊急性から策定するものであり、策定後の状況の変化や

新たな知見・技術の進歩などの変化により、必要に応じて適宜見直しを図ります。 

 

３.３ 河川整備計画における基本理念 

都市圏域における河川整備計画の基本理念は、「治水」、「利水」、「環境」のバランスをとっ

て、圏域の特徴に合わせた親しみやすい川づくりを行っていきます。また、川づくりを行うに当

たり、総合的な維持管理についても実施していきます。 

以下に、基本理念を具体化するための目標について記載します。 
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３.４ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減、河川の維持に関する目標 

３.４.１ 洪水対策 

都市圏域では、近年の洪水被害の状況や頻度、万一氾濫した場合の被害の範囲や甚大さ、流

域内の人口や資産の状況治水安全度等を総合的に判断し、緊急度の高い河川を対象として、河

川改修を進めていきます。そのため、整備対象河川を、池町川、宝満川、曽根田川、山口川、

大刀洗川、陣屋川の 6河川とします。 

整備目標としては、各河川流域で過去に発生した被害の大きい洪水を考慮し、池町川におい

ては令和元年 7 月規模程度（図 3-1）、宝満川においては昭和 38 年 6 月規模程度（図 3-2）、

曽根田川においては平成 3 年 6 月規模程度（図 3-3）、山口川においては平成 21 年 7 月規模

程度（図 3-4）、大刀洗川においては平成 30年 7月規模程度（図 3-5）、陣屋川においては平

成 29 年 7 月規模程度（図 3-6）の雨が降った場合に洪水を安全に流下させることを目標とし

ます。 

なお、災害復旧や局所改良、老朽化対策については、その他の河川も含めて適切に実施して

まいります。 

 

 

 
図 3-1 池町川 整備目標流量配分図 

 

 
図 3-2 宝満川 整備目標流量配分図 
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図 3-3 曽根田川 整備目標流量配分図 

 

 
図 3-4 山口川 整備目標流量配分図 

 

 
図 3-5 大刀洗川 整備目標流量配分図 

 

 
図 3-6 陣屋川 整備目標流量配分図 
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３.４.２ 内水対策 

都市圏域では、平成 30年 7 月豪雨において、久留米雨量観測所では観測史上最大（平成 30

年時点）の降雨量を記録し、主に久留米市周辺の筑後川に合流する河川で、大規模な内水によ

る浸水被害が発生しています。 

都市圏域の河川においては、記録的な大雨による筑後川本川の水位上昇に伴う水門の長時間

の閉鎖や、市街化の進展に伴う、流域の遊水・保水機能の低下による流出量の増加等によって、

内水による浸水被害のリスクが高まっています。そのため、平成 30 年 7 月豪雨において、甚

大な浸水被害が発生した金丸川、池町川、下弓削川、江川は令和 2年 3月に、大刀洗川、陣屋

川は令和 4年 6月（令和 6年 3月変更）に総合内水対策計画を策定し、浸水被害の軽減を目標

としたハード対策に取り組んでいます。 

また、住民が自らの命を守るための事前の備えや、避難行動を支援するためのソフト対策を

実施し、自助・共助の力が最大となることを目指すとともに、浸水リスクの高い地域の新規立

地の抑制や雨水流出の抑制等を行い、浸水被害の最小化を目指しています。 

この他の河川においても、内水対策の必要がある箇所においては、内水の発生要因を把握し

たうえで関係機関と連携・調整を図りながら、必要に応じて関係機関との役割分担のもと、内

水被害の軽減や拡大防止を目指します。 

 

３.４.３ 地震対策 

地震対策については、堤防や水門等の河川管理施設の耐震性能を照査し、必要な耐震対策を

実施し、大規模な地震動が発生しても、河川管理施設として必要な機能を確保することに努め

ます。 

 

３.４.４ 河川の維持 

河川の維持については、堤防・護岸・樋管等の河川管理施設や河道の土砂堆積、河床低下、

河岸洗掘、河道内樹木などを対象に、洪水による災害の防止または被害軽減の機能が発揮でき

るよう、適切な河川管理を目指します。 

また、総合的な土砂管理については、必要に応じて、関係機関との連携・調整に努めます。 
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３.５ 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境の整備と保全に関する目標 

３.５.１ 水利用 

河川の適正な利用に関しては、上水道用水、工業用水の補給、農業用水の供給等、河川への

依存度が高い状況に鑑み、今後とも流水の適正化や合理化が図られるよう努めます。 

流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、各河川の流況ならびに動植物の生

息・生育及び利水の現況等、関係機関と協力し適切な水管理に努めます。 

 

３.５.２ 河川空間利用 

河川空間の利用については、川が人間にとってもっとも身近な自然の場であることを念頭に、

周辺環境に十分配慮し、自然に触れ親しむことのできる河川空間の形成を目指します。 

 

３.５.３ 河川環境 

河川環境は、筑後川を挟んで左右岸で区分され、左岸側は久留米市街地を中心として都市化

が進み、右岸側は田園地域が広がっている河川環境となっており、この各環境特性に応じて、

魚類、鳥類、昆虫類等、多くの生物が生息しています。 

このような自然環境の状況及び河川利用の状況を踏まえ、治水・利水面に配慮しつつ、適宜

有識者等と協議を行い、「福岡県生物多様性戦略」や「福岡県ワンヘルス推進行動計画」に基

づき、圏域における「生物多様性の質の向上」、「河川環境の保全と再生」を目指します。 

具体的には、河川毎の特性と整備内容を踏まえて、周辺生物の生息環境や環境変化に弱い在

来種や希少種に配慮した整備手法を採用する等、工事の影響を減らします。また、支川と本川

との連続性の確保や、堰を改築し縦横断的な連続性に配慮した河川構造にします。加えて、調

節池等も含む河川内外での湿地の再生等を実施し、生物の生息環境に配慮した整備に努めます。 

 

３.５.４ 河川水質 

河川水質については、下水道事業者等と連携し、水質の改善に努めると共に、良好な水質の

維持を目指します。 
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第４章 河川の整備の実施に関する事項 

河川整備計画の目標を実現させるために、当面の整備を図る河川について、具体的方策を定め

るものとします。 

 

４.１ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管

理施設の機能の概要 

４.１.１ 河川工事の目的・種類 

整備対象の河川では、整備計画目標流量の安全な流下を図ることを目的として、築堤（パラ

ペット含む）、掘削、護岸の整備、堰・橋梁の改築、放水路、調整池等の整備を行い、浸水被

害の軽減を図ります。 
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４.１.２ 洪水対策 

(1) 施行の場所 

都市圏域の河川整備は、表 4-1、図 4-1に示す施行の場所において、目標流量を安全に流下

させる河道を確保します。 

 

表 4-1 整備内容一覧表 

流域名 河川名 
施行区間 実施区間延長

（km） 
施行内容 

始点 終点 
筑後川 池町川 末の本橋 筑後川合流点 0.84 地下放水路 

白山橋地点 - 地下調節池 
宝満川 
（久留米） 

満天橋 
(直轄区間上流端） 

西小田橋下流 
（久留米県土整備事
務所区間上流端） 

8.50 築堤 
掘削 
護岸 
橋梁 

宝満川 
（那珂） 

西小田橋上流 
（那珂県土整備事務
所区間下流端） 

原川合流点 8.40 築堤 
掘削 
護岸 
橋梁 
堰 

曽根田川 宝満川合流点 夜須橋 2.40 築堤 
掘削 
護岸 
橋梁 
堰 

山口川 宝満川合流点 ＪＲ鹿児島本線 2.20 築堤 
掘削 
護岸 
橋梁 
堰 

大刀洗川 西の宮橋 国道 500 号下流 10.70 築堤 
掘削 
護岸 
橋梁 
堰 
調節池 

陣屋川 大刀洗町区間下流端 松本橋上流 3.40 築堤 
掘削 
護岸 
橋梁 
堰 
調節池 
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図 4-1 整備計画対象河川 

  

凡例
：流域界
：市町界
：県界
：国土交通省管理区間
：施工対象区間
：都市圏域河川
：国土交通省直轄河川
：ダム
：山地
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(2) 各河川の概要 

① 池町川 

池町川については、金丸川合流点で目標流量 21m3/ｓを流

下させるために、末の本橋上流から筑後川本川までの延長

L=840ｍ区間で、第二放水路の整備や、白山橋地点に、地下

調節池の整備を行います。また、内水対策として排水機場等

の整備を行います。 
 

写真 4-1 池町川全景写真 

 

【環境への配慮及び整備方針】 

池町川には、ギンブナ、オイカワ、カワアナゴ等の魚類が生息し、一部区間には重要種で

あるカワアナゴ等も見られます。 

池町川は、平瀬が続く単調な水域環境であるものの、水際の所々に設置されている木杭工

周辺には土砂が堆積している場所もあり、幼魚などが隠れられる水際植生が生育していま

す。また、木杭工の間隙は魚の隠れ家となっており、魚類の生息に適した環境が見られます。 

整備にあたっては、このような池町川の特徴を踏まえ、以下の方針で整備を進めます。 

 

・池町川には、ニホンウナギ（環境省 EN、福岡県 EN）、カワアナゴ（福岡県 NT）等の淡水域

に生息する魚類が多く生息しています。ニホンウナギは海と河川を行き来することにより

生息していることから、緩流域の保全・再生、河川と水路等の横断的連続性の維持に努め

ます。 

・必要に応じて学識者の意見を聞きながら、河川整備を進めていきます。 

図 4-3 に示す代表横断図は、標準的なイメージを示したものです。 
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図 4-2 池町川 整備計画区間平面図位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 池町川 代表横断図 

 

  

第二放水路横断面 地下調節池横断面 

注）断面については、詳細設計を行う際に再度調査・検討します。 

道路 道路
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凡例
：市町界
：流域界
：県界
：県管理区間
：施工対象区間
：中流都市圏域河川
：調節池（新設）
：排水機場（改修、新設）P
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② 宝満川 

宝満川については、端間地点で目標流量 1,110m3/s を安全

に流下させるために、満天橋から原川合流点までの延長 L＝

16.9km 区間で、堤防の嵩上げ・拡幅、河道の拡幅、河床の掘

削を行い、必要に応じて護岸整備、橋梁や堰などの構造物の

改築を行います。ただし、改修工事の実施にあたっては、上

下流の治水バランスを考慮した段階的施工を実施します。 

 
写真 4-2 宝満川全景写真 

 

【環境への配慮及び整備方針】 

宝満川では、天神川合流点の上下流で環境が大きく異なっており、天神川合流点より下流

では、水際植物が少ないため、カワマツ、ギンブナ、オイカワ等が多く生息し、上流の水際

では、一年生草本類のミゾソバなどの群落が形成され、水際植物や抽水植物が豊かなため、

オイカワとともに、一部区間には重要種であるタナゴ類やセボシタビラ等が生息していま

す。 

全体的に砂底の瀬が続く環境で一部に淵が存在しており、魚類や鳥類、昆虫類等の多くの

動植物の多様な生息・生育環境が形成されています。 

整備にあたっては、このような宝満川の特徴を踏まえ、以下の方針で整備を進めます。 

 

・現状の瀬、淵及び砂州を極力保全・再生し、画一的な河道とならないよう留意しながら掘

削や築堤による河積の拡大を行います。また、河床の掘削に伴い必要となる護岸や根固工

の整備、橋梁・堰の改築を行います。 

・瀬、淵及び砂州には、オイカワやカワムツ、トウヨシノボリ、カマツカ等の多くの魚類が

生息しており、現況の河床、寄洲、水際線の形状を尊重したみお筋、瀬、淵及び砂州の保

全・再生に努めます。 

・ヨシ等の水際の植生は、コイ、ギンブナ等の産卵場、稚魚・幼魚の生息場となっており、カ

イツブリ、バン等の営巣地ともなっていることから、それらの水際植生の保全・再生に努

めます。 

・堰等による湛水区間には、セボシタビラ（環境省 CR、福岡県 CR）、カマツカ、ゲンゴロウ

ブナ等の砂底質で緩流域を好む魚類が多く生息し、ニッポンバラタナゴ（環境省 CR、福岡

県 EN）の稚魚・幼魚は、河川と水路を行き来することにより生息していることから、緩流

域の保全・再生、河川と水路等の横断的連続性の維持に努めます。 

・必要に応じて学識者の意見を聞きながら、河川整備を進めていきます。 

図 4-5 に示す代表横断図は、標準的なイメージを示したものです。 
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図 4-4 宝満川 整備計画区間平面図 

凡例
：市町界
：流域界
：県界
：県管理区間
：施工対象区間
：中流都市圏域河川
：調節池（新設）
：排水機場（改修、新設）P
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図 4-5 宝満川 代表横断図 

  

築堤

掘削

水際部の保全・再生 

澪筋を再生し、多様な動植物の生息・生育環境を保全・再生 

5/600 

注）断面については、詳細設計を行う際に再度調査・検討します。 
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③ 曽根田川 

曽根田川については、鶴島橋地点で目標流量 230m3/s を安

全に流下させるために、宝満川合流点から夜須橋までの延長

L＝2.4km 区間で、堤防の嵩上げ・拡幅、河道の拡幅、河床の

掘削を行い、必要に応じて護岸整備、橋梁や堰などの構造物

の改築を行います。ただし、改修工事の実施にあたっては、

宝満川本流との治水バランスを考慮した段階的施工を実施

します。 

 
写真 4-3 曽根田川全景写真 

 

【環境への配慮及び整備方針】 

曽根田川には、オイカワやイトモロコ、ドンコ等の魚類が生息し、一部区間にはツチフキ

やカジカ等も見られ、魚類や鳥類、昆虫類等の多くの動植物の多様な生息・生育環境が形成

されています。 

流路の両岸にはよく植生が根づいており、水際にはイネ科の単子葉植物群が、水面から高

いところには多年生植物群落が分布しています。所々に土砂の堆積した裸地がみられ、常時

冠水する水際には一年生草本類のミゾソバなどの群落が形成されています。 

河川沿いには、ヤナギ林や竹林、クスノキ等の広葉樹の巨木が点在しています。 

整備にあたっては、このような曽根田川の特徴を踏まえ、以下の方針で整備を進めます。 

 

・現状の瀬、淵及び砂州を極力保全・再生し、画一的な河道とならないよう留意しながら掘

削や築堤による河積の拡大を行います。また、河床の掘削に伴い必要となる護岸や根固工

の整備、橋梁・堰の改築を行います。 

・瀬、淵及び砂州には、オイカワやイトモロコ、ドンコ等の多くの魚類が生息しており、現

況の河床、寄洲、水際線の形状を尊重したみお筋、瀬、淵及び砂州の保全・再生に努めま

す。 

・ツチフキ（環境省 EN、福岡県 NT）の成魚は、河川と水路を行き来することにより生息して

いることから、緩流域の保全・再生、河川と水路等の横断的連続性の維持に努めます。 

・必要に応じて学識者の意見を聞きながら、河川整備を進めていきます。 

図 4-7 に示す代表横断図は、標準的なイメージを示したものです。 
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図 4-6 曽根田川 整備計画区間平面図 

 

 

図 4-7 曽根田川 代表横断図 

  

水際部の保全・再生 

多様な動植物の生息・生育環境となっている瀬、淵及び砂州を維持 

1/600 

注）断面については、詳細設計を行う際に再度調査・検討します。 

築堤

掘削

凡例
：市町界
：流域界
：県界
：県管理区間
：施工対象区間
：中流都市圏域河川
：調節池（新設）
：排水機場（改修、新設）P
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④ 山口川 

山口川については、永岡地点で目標流量 210m3/s を安全に

流下させるために、宝満川合流点からＪＲ鹿児島本線までの

延長 L＝2.2km 区間で、堤防の嵩上げ・拡幅、河道の拡幅、

河床の掘削を行い、必要に応じて護岸整備、橋梁や堰などの

構造物の改築を行います。ただし、改修工事の実施にあたっ

ては、宝満川本流との治水バランスを考慮した段階的施工を

実施します。 

 
写真 4-4 山口川全景写真 

 

【環境への配慮及び整備方針】 

山口川は、オイカワやカマツカ、ドンコ等の魚類が生息し、一部区間にはタナゴ類等も見

られ、魚類や鳥類、昆虫類等の多くの動植物の多様な生息・生育環境が形成されています。 

流路の両岸には、ジュヅダマ等の多年生植物群落が根づいており、水際にはツルヨシの群

落が、水路内にはオオカナダモ等の沈水植物群落が分布しています。 

整備にあたっては、このような山口川の特徴を踏まえ、以下の方針で整備を進めます。 

 

・現状の瀬、淵及び砂州を極力保全・再生し、画一的な河道とならないよう留意しながら掘

削や築堤による河積の拡大を行います。また、河床の掘削に伴い必要となる護岸や根固工

の整備、橋梁・堰の改築を行います。 

・瀬、淵及び砂州には、オイカワやカマツカ、ドンコ等の多くの魚類が生息しており、現況

の河床、寄洲、水際線の形状を尊重したみお筋、瀬、淵及び砂州の保全・再生に努めます。 

・必要に応じて学識者の意見を聞きながら、河川整備を進めていきます。 

図 4-9 に示す代表横断図は、標準的なイメージを示したものです。 
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図 4-8 山口川 整備計画区間平面図位置図 

 

 

 

図 4-9 山口川 代表横断図 

  

水際部の保全・再生 

澪筋を再生し、多様な動植物の生息・生育環境を保全・再生 

0/000 

注）断面については、詳細設計を行う際に再度調査・検討します。 

築堤

掘削

凡例
：市町界
：流域界
：県界
：県管理区間
：施工対象区間
：中流都市圏域河川
：調節池（新設）
：排水機場（改修、新設）P
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⑤ 大刀洗川 

大刀洗川については、大刀洗川水門地点で目標流量

165m3/s を安全に流下させるために、西の宮橋から指定区間

上流端までの延長 L＝10.7km 区間で、堤防の嵩上げ・拡幅、

河道の拡幅、河床の掘削、調節池の整備を行い、必要に応じ

て護岸整備、橋梁や堰などの構造物の改築を行います。加え

て、内水対策として排水機場等の整備を行います。ただし、

改修工事の実施にあたっては、上下流の治水バランスを考慮

した段階的施工を実施します。 

 
写真 4-5 大刀洗川全景写真 

 

【環境への配慮及び整備方針】 

大刀洗川は、オイカワやイトモロコ、ドンコ等の魚類が生息し、一部区間にはタナゴ類や

ツチフキ等も見られ、魚類や鳥類、昆虫類等の多くの動植物の多様な生息・生育環境が形成

されています。 

流路の両岸にはよく植生が根づいており、水際にはイネ科の単子葉植物群やジュズダマな

どの多年生植物群落がみられ、水面から高く乾燥が進んだ場所にはオギ等の路傍植物群落が

分布しています。上流では、土砂の堆積による奇州が形成され、水際には一年生草本類のミ

ゾソバ等の群落が形成されています。 

河川沿いには、常緑広葉樹や落葉広葉樹及び竹林などが点在しています。 

整備にあたっては、このような大刀洗川の特徴を踏まえ、以下の方針で整備を進めます。 

 

・現状の瀬、淵及び砂州を極力保全・再生し、画一的な河道とならないよう留意しながら掘

削や築堤による河積の拡大を行います。また、河床の掘削に伴い必要となる護岸や根固工

の整備、橋梁・堰の改築を行います。 

・瀬、淵及び砂州には、オイカワやイトモロコ、ドンコ等の多くの魚類が生息しており、現

況の河床、寄洲、水際線の形状を尊重したみお筋、瀬、淵及び砂州の保全・再生に努めま

す。 

・砂底質で緩流域好む魚類が多く生息し、ツチフキ（環境省 EN、福岡県 NT）の成魚は、河川

と水路を行き来することにより生息していることから、緩流域の保全・再生、河川と水路

等の横断的連続性の維持に努めます。 

・必要に応じて学識者の意見を聞きながら、河川整備を進めていきます。 

図 4-11 に示す代表横断図は、標準的なイメージを示したものです。 
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図 4-10 大刀洗川 整備計画区間平面図  

凡例
：市町界
：流域界
：県界
：県管理区間
：施工対象区間
：中流都市圏域河川
：調節池（新設）
：排水機場（改修、新設）P
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図 4-11 大刀洗川 代表横断図 
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0 10m
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澪筋を再生し、多様な動植物の生息・生育環境を保全・再生 

水際部の保全・再生 

築堤 
掘削 

▼H.W.L +11.25

0 10m

調節池 

越流堤箇所 

澪筋を再生し、多様な動植物の生息・生育環境を保全・再生 

越流堤

注）断面については、詳細設計を行う際に再度調査・検討します。 

築堤 
掘削 
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⑥ 陣屋川 

陣屋川については、陣屋川水門地点で目標流量 170m3/s を

安全に流下させるために、松本橋から大刀洗町区間下流端ま

での延長 L＝3.4km 区間で、堤防の嵩上げ・拡幅、河道の拡

幅、河床の掘削、調節池の整備を行い、必要に応じて護岸整

備、橋梁や堰などの構造物の改築を行います。加えて、内水

対策として排水機場等の整備を行います。 

 
写真 4-6 陣屋川全景写真 

ただし、改修工事の実施にあたっては、上下流の治水バランスを考慮した段階的施工を実施

します。 

 

【環境への配慮及び整備方針】 

陣屋川は、オイカワやイトモロコ、ドンコ等の魚類が生息し、一部区間にはタナゴ類やセ

ボシタビラ等も見られ、魚類や鳥類、昆虫類等の多くの動植物の多様な生息・生育環境が形

成されています。 

流路の両岸にはよく植生が根づいており、水際にはイネ科の単子葉植物群やジュズダマな

どの多年生植物群落がみられ、水面から高い場所にはオギの群落が分布しています。水路内

にはオオカナダモ等の沈水植物群落が広く分布しています。上流側では、土砂の堆積した奇

州がみられ、常時冠水する水際には一年生草本類のミゾソバなどの群落が形成されていま

す。 

整備にあたっては、このような陣屋川の特徴を踏まえ、以下の方針で整備を進めます。 

 

・現状の瀬、淵及び砂州を極力保全・再生し、画一的な河道とならないよう留意しながら掘

削や築堤による河積の拡大を行います。また、河床の掘削に伴い必要となる護岸や根固工

の整備、橋梁・堰の改築を行います。 

・瀬、淵及び砂州には、オイカワやイトモロコ、ドンコ等の多くの魚類が生息しており、現

況の河床、寄洲、水際線の形状を尊重したみお筋、瀬、淵及び砂州の保全・再生に努めま

す。 

・セボシタビラ（環境省 CR、福岡県 CR）、ヤリタナゴ（環境省 NT、福岡県 VU）、カゼトゲ

タナゴ（環境省 EN、福岡県 EN）、ミナミメダカ（環境省 VU）は、緩流域を好むことから、

緩流域の保全・再生、河川と水路等の横断的連続性の維持に努めます。 

・必要に応じて学識者の意見を聞きながら、河川整備を進めていきます。 

図 4-13 に示す代表横断図は、標準的なイメージを示したものです。 
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図 4-12 陣屋川 整備計画区間平面図  

凡例
：市町界
：流域界
：県界
：県管理区間
：施工対象区間
：中流都市圏域河川
：調節池（新設）
：排水機場（改修、新設）P
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図 4-13 陣屋川 代表横断図 

  

0 10m

▼H.W.L +13.48
水際部の保全・再生 

6/000 

澪筋を再生し、多様な動植物の生息・生育環境を保全・再生 

築堤

掘削

▼H.W.L

0 10m

注）断面については、詳細設計を行う際に再度調査・検討します。 

調節池 

越流堤箇所

澪筋を再生し、多様な動植物の生息・生育環境を保全・再生 

越流堤 

築堤 
掘削 水際部の保全・再生 



第４章 河川の整備の実施に関する事項 

４.１ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要 

69 

(3) 局部的な改良 

ネック箇所の解消により被害軽減が可能な場所については、緊急性や優先度を考慮し、必要

に応じた局所的な改修を行うことにより、浸水被害の軽減を図ります。 

 

(4) 水衝部等の安全性確保 

水衝部や洪水時の河床の深掘れ、河岸及び堤防法面の侵食等によって堤防の安全性を確保で

きない恐れがある箇所等については、必要に応じて根固め、護岸、水制及び法面保護等を実施

します。 

 

(5) 堤防の安全性確保 

堤防については、洪水における浸透に対する安全性の検討を行い、その結果を踏まえ、所定

の安全度が不足している箇所については必要に応じて対策を実施し、堤防の安全性を確保しま

す。 

 

(6) 危機管理 

整備途上における施設能力以上の洪水や計画規模を超過する洪水に対しては、関係機関と綿

密に連携を図り、速やかな防災情報の提供、水防活動の支援に努め、被害の防止・軽減を図る

とともに、流域全体で取り組みます。 

 

４.１.３ 内水対策 

都市圏域では、平成 30 年 7 月豪雨において内水による甚大な浸水被害が発生した金丸川、

池町川、下弓削川、江川、大刀洗川、陣屋川について、関係機関が連携し、総合内水対策計画

を策定しています。 

福岡県では、この計画に基づき、池町川では雨水を一時的に貯留することで池町川の水位上

昇を抑える大隈公園調節池を整備しており、池町川及び下弓削川では内水時の河川からの溢水

の防止を目的としたパラペットによる護岸嵩上げを実施（図 4-14 参照）しています。 

また、池町川、大刀洗川、陣屋川においては、内水氾濫の防止を目的とした排水機場の整備

を実施（図 4-15 参照）します。 

このように、被害が発生している河川では、内水の発生要因等を把握した上で、関係機関と

連携し、必要に応じて現地状況に則した対策を検討し、実施に努めます。 

  
図 4-14 パラペットによる護岸嵩上げ 

（例：下弓削川） 
図 4-15 国、県による排水機場の整備 
（例：下弓削川枝光上流排水機場） 
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４.２ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

４.２.１ 河川の維持の目的 

河川の維持管理は、地域特性を踏まえながら、洪水による災害の発生の防止又は軽減、河川

の適正な利用及び流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全・再生を図ることを目的と

します。河川管理施設等に関して適切な維持管理を行うため、下記の施策を講じます。 

 

４.２.２ 河川維持の種類 

(1) 河川管理施設の維持 

都市圏域では、過去の水害を受けて河川改修が実施されてきた歴史があります。これに伴い

設置された護岸等の河川管理施設には、設置後年数の経過と共に老朽化しているものもありま

す。 

今後、河川管理施設の機能を維持し、十分に発揮させることを目的として、堤防・護岸及び

河川工作物等の定期的な巡視、点検を行うと共に、災害危険箇所等の把握を定期的に行い、優

先順位の高いものから対応を行っていきます。 

また、機械機器等の施設の機能を維持するための更新及び補修も必要に応じて行います。 

なお、治水上の安全性を確保するため、取水堰等の許可工作物で、洪水時の洗掘や河積の阻

害等、河川管理上の支障となるものについては、施設管理者と調整し適切な処理に努めます。

さらに、施設の新築や改築にあたっては、施設管理者に対して治水上の影響のみならず、環境

保全・再生にも配慮するよう指導します。 

 

(2) 河道の維持 

河道内の堆積した土砂等は、洪水時の流下能力維持を目的として、河川巡視により堆積状況

を把握します。また周辺河川環境に配慮しながら、必要に応じてしゅんせつ等の維持管理に努

めます。なお、しゅんせつに関しては澪筋を維持し、生物の生息場である瀬、淵及び砂州の保

全・再生に努めます。 

河川内に繁茂した植生については、それらのもつ浄化機能や生態系への影響を考慮しながら、

必要に応じて伐採等を行うとともに、植生の適正な管理を目指します。 

洪水後の局所洗掘や長期的な河床低下等については、河川巡視等により、回復状況に留意し、

適切な管理に努めます。 

 

(3) 河川の巡視 

河川の巡視については、河川巡視要綱に基づいて行います。また、河川区域内における不法

投棄、不法占用等を防止するため、関係機関と連携して監視、指導に努めます。 

さらに、梅雨時期等の雨が多い時期に備えて、重点的に河川施設の巡視を行い、異常箇所の

早期発見に努めます。 
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(4) 河川管理施設の災害への対応 

護岸等の河川管理施設に災害が発生した場合は、早期発見・報告に努めるとともに、河川環

境に配慮しつつ復旧に向けて迅速に取り組みます。 

 

(5) 水量・水質の管理等 

適正な水量・水質の管理について、関係機関と連携して雨量・水位の把握に努めます。さら

に水質事故が発生したときは、事故状況の把握、関係機関への連絡、河川や水質の監視、事故

処理等原因者及び関係機関と協力して迅速な対応を行います。 

 

(6) ダムの操作管理 

ダムの操作が必要な場合は、操作規則等に基づき迅速かつ的確に操作を行います。 

 

４.２.３ 施行の場所 

河川の維持管理については、都市圏域において福岡県が管理するすべての河川で実施します。 
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４.３ 河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全に関する事項 

４.３.１ 水利用 

都市圏域においては、既設の山神ダム直下流において、通年概ね 0.1m3/s の流量確保に努め

るとともに、河川環境の保全・再生や既得用水の取水維持など、河川の適正な利用及び流水の

正常な機能を維持するため、関係機関と連携して河川流量等の情報収集及び提供をします。 

また、渇水時等の被害を最小限に抑えるため、情報提供伝達等の体制を強化するとともに、

関係機関及び水利使用者等と連携してその影響の軽減をします。 

 

４.３.２ 河川空間利用 

河川空間、調節池の利用については、治水及び安全・安心な河川利用に配慮したうえで、地

域の要望を踏まえ、子どもたちの自然体験、環境学習活動の場の形成に努めます。 

河川利用等のニーズが高い地区については、関係機関及び地域住民等と連携し、安全性・利

便性に配慮した河川空間、調節池の整備及び完成後の利活用計画・維持管理面での地域の協力

等について検討し、必要に応じて「かわまちづくり支援制度」等の活用により人と河川の豊か

なふれあいの場の整備を行います。 

 

４.３.３ 河川環境 

河川環境の整備と保全・再生については、「多自然川づくり基本指針」、「中小河川に関す

る河道計画の技術基準」、「福岡県生物多様性戦略」、環境省「絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律（種の保存法）」、福岡県生物多様性戦略に基づく「福岡県希少野

生動植物種の保護に関する条例」及び「福岡県ワンヘルス推進基本条例」を基本とした整備に

努めます。これらの基準等に基づき、河川整備を行う際には、必要に応じて学識等の意見を聞

きながらモニタリングを行うなど、河川環境に関する情報の収集・蓄積に努めます。また、県

の条例で指定されている指定希少野生動植物が生息する河川では、必要に応じて関係機関との

協議を実施します。 

圏域河川の整備対象区間は、多くの動植物の多様な生息・生育環境が形成されており、また、

純淡水魚が豊富なことで有名な筑後川は、圏域の支川がその生息環境を支えていることもわか

ってきています。 

このような河川環境に配慮し、整備事業の実施前にこれらの動植物の生息・生育地点の把握

に努めます。 

 

４.３.４ 河川水質 

水質については、圏域全域で概ね良好な状況ですが、水質が悪化しないように、関係機関と

地域住民との協働による水環境の保全・再生に努めます。 

水質事故は発生した場合、汚濁源の把握に努め、関係機関と連携し、水質の保全・再生、回

復に努めます。 
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４.４ その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

４.４.１ 洪水等に対する総合的な被害軽減対策の推進 

(1) 施設の能力を上回る洪水等の発生への対応 

近年の降雨傾向の変化や洪水被害の発生状況をみると、平成 24 年 7 月九州北部豪雨、平成

29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和元年 7月、8月の大雨、令和 2年 7 月豪雨

及び令和 3年 8月豪雨、令和 5年 7月のような記録的な豪雨、あるいはそれ以上の豪雨がいつ

発生してもおかしくありません。甚大な洪水被害から最低限人命を守るためには、地域住民及

び市町が洪水被害に対する防災・減災を強く意識した社会を構築していくことが重要です。そ

のために、「大規模氾濫に関する減災協議会」等を通じて国や市町等と連携し、地域住民も含

めて「施設では防ぎきれない規模の洪水も必ず発生するもの」と認識して取り組む必要があり

ます。 

 

(2) 流域治水の推進 

気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等に備え、流域全体のあらゆる関係者が協働

して被害の軽減に向けた「流域治水」（図 4-16 参照）を推進する必要があります。流域治水

では、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策、②被害対象を減少させるための対策、③

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策の 3本柱を軸にハード・ソフト一体で多層的に進め

ていきます。 

筑後川水系では、近年の激甚な水害や気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、あらゆ

る関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進するための協議・

情報共有を行うことを目的として令和 2年 9月に「筑後川流域治水協議会」が設立され、令和

3年 3月に「筑後川水系流域治水プロジェクト」が策定されました。「筑後川水系流域治水プ

ロジェクト」は令和 4年 3月に更新され、引き続き、あらゆる関係者により流域全体で行う｢流

域治水｣の取り組みを加速させることとしています。 

福岡県では、一級水系は令和 2年 8月から 9月にかけて、二級水系は 4つの圏域に分けて令

和 3年 5月に、国、県、市町村からなる「流域治水協議会」（図 4-17 参照）を設立しました。

協議会において、「流域治水」（図 4-18 参照）を計画的に推進するための協議、情報共有を

行っています。取り組みの一環として、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」として

の、田んぼダム、ため池活用、ダムの事前放流の実施、体制の構築を進めています。 

都市圏域内の河川においても、今後の治水対策として、気候変動の進行に伴う豪雨の激甚化・

頻発化により、災害リスクが高まっていることを踏まえ、「流域治水」に取り組み、防災・減

災対策を推進します。 

また、市街地の進展、または接続する河川の状況や周辺地形条件等により浸水被害の防止が

困難な河川については、流域治水の推進を図るため、特定都市河川浸水被害対策法の活用の検

討を行っていきます 
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図 4-16 流域治水による対策（出典：国土交通省九州地方整備局河川部 HP） 

 

 
図 4-17 福岡県内の流域治水協議会（出典：福岡県流域治水パンフレット） 

 

 

図 4-18 福岡県の流域治水の取り組み（出典：福岡県流域治水パンフレット） 

 

(3) グリーンインフラの推進 

都市圏域内市町等による取り組みを促進するため、雨水貯留や浸透、多自然型調整池整備等

の自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの推進を図ります。進めるにあたっ

ては、関係者と国内外の先進事例等を共有するとともに、技術的支援等を行います。 
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４.４.２ ソフト対策の具体的な取り組み 

(1) 水害発生の危険性に関する情報の提供 

水防法の規定に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大規

模の降雨により、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として、県

管理河川 334 河川のうち作成対象 333 河川全てで指定しています。区域の指定と併せて、洪水

浸水想定区域図（図 4-19 参照）を公表しています。また、市町村は、洪水浸水想定区域図を

基に、避難所などの情報を重ねてハザードマップを作成します。 

 

「洪水浸水想定区域図」の公開ホームページアドレス 

＜インターネット＞ 

福岡県総合防災情報ホームページ 

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sinsui-soutei.html） 

福岡県総合防災情報ホームページ 「洪水浸水想定区域図（例：宝満川）」 

 

 

図 4-19 「洪水浸水想定区域図」の公開ホームページアドレス 
及び「洪水浸水想定区域図（例：宝満川）」 

  



第４章 河川の整備の実施に関する事項 

４.４ その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 

76 

(2) リアルタイム防災情報（雨量、河川水位等）の提供 

洪水等による被害の発生または発生が予想される際には、正確な防災情報を収集し、迅速に

市町村や地域住民に提供することが重要です。 

洪水時に早急な水防活動や住民の適切な避難判断を支援することを目的に、リアルタイムで

圏域内の雨量や河川水位情報を観測するために、雨量観測所、水位観測所を整備すると共に、

危機管理型水位計や簡易型河川監視カメラの整備も進めています。これらの情報は「福岡県総

合防災情報」（図 4-20）や防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」（図 4-21）により、

スマートフォンやインターネットを利用して地域住民へ提供します。 

水位周知河川については、市町村への水防情報の伝達を行うとともに、市町村長が避難指示

の発令を判断する支援として、洪水時の河川の状況を市町村長等へ情報提供（ホットライン）

する仕組みを構築します。 

 

「福岡県総合防災情報」の各種情報アドレス 

＜インターネット＞ 

福岡県総合防災情報ホームページ（http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis_top/） 

＜スマートフォン＞ 

福岡県総合防災情報ホームページ（http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sp/） 

パソコンの場合 スマートフォンの場合 QR コード 

  

 

図 4-20 「福岡県総合防災情報」の各種情報アドレス 

 

防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の各種情報アドレス 

＜ダウンロード先＞ 

Google Play（https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.lg.fukuoka.pref.fukuoka_bosai） 

App Store（https://apps.apple.com/jp/app/ふくおか防災ナビ-まもるくん/id1659756418） 

 

 

【配信開始日】 

令和 4 年 12 月 23 日（金） 

【ダウンロードはこちらから】 

Google Play App Store 

  
【対応 OS】 

Android バージョン 8.0 以降 

iOS バージョン 11.0 以降 

【利用料金】 

無料 ※通信料等は別途かかり

ます 
図 4-21 防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の各種情報アドレス 
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(3) 排水ポンプ車の整備 

浸水被害を軽減するために、県の排水ポンプ車を活用します。過去に排水ポンプ車は、令和

2年 7月洪水、令和 3年 8月洪水、令和 5年 7月洪水で活用されました。 

 

  
写真 4-7 排水ポンプ車 
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(4) 防災意識の向上のための市町への支援 

洪水等による被害を軽減するためには、水防活動を実施する自治体や地域住民一人ひとり防

災意識を高め、洪水時の迅速かつ的確な水防活動及び警戒・避難を実行する必要があります。

そのため、日頃から河川に関する防災情報の提供や、関係機関とも連携し、広報・支援体制の

確立に努めるとともに、防災意識の啓発・向上を図ります。 

洪水等による被害を最小限に抑えるためには、自助、共助、公助それぞれの災害に対応する

力を高めること（図 4-22 参照）が大切であることから、自助行動に関するパンフレットを作

成し、市町職員や自主防災組織、一般住民向けに提供しています。併せて、災害の発生前から

地域住民や関係機関が、迅速で的確な防災対応をとるには、その対応をあらかじめ時系列に明

確化したタイムライン（防災行動計画）を活用した取り組みを行うことが重要であり、市町が

タイムラインを作成する際、必要に応じて、技術的な助言等の支援を行います。 

また、平成 29 年 7 月九州北部豪雨災害と同規模あるいはそれ以上の規模の災害に対して、

土砂災害警戒区域等の情報を共有し、避難対策の構築などによる災害に強い地域づくりのため

に、河川事業、砂防事業及び市町が連携した対策を推進していきます。 

 

 

図 4-22 総合的な被害軽減対策イメージ（自助、共助、公助） 
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４.４.３ 河川の利用・整備等に関する地域住民との連携 

(1) 河川愛護意識等の普及及び啓発 

河川愛護月間等における行事、各種イベントを通じて河川愛護、美化意識の普及、啓発に努

め、それらを推進する組織づくりを支援するとともに、地域住民の関心がよりいっそう河川に

向くよう、積極的な広報活動等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-23 河川愛護意識の普及及び啓発の効果イメージ 

 

  
写真 4-8 ふくおか水もり自慢！ 

  
写真 4-9 ふくおか川の大掃除 
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(2) 水難事故防止のための教育 

近年、局地的集中豪雨による水害及び水難事故

が全国各地で発生しています。 

国土交通省では、平成 20年 7 月の兵庫県都賀川

の急な増水による痛ましい事故を受け、「水難事故

防止策検討ワ－キンググル－プ」の設置及び対策

の検討が行われ、平成 21年 1 月に報告書がとりま

とめられました。 

福岡県では、近年増加している局地的集中豪雨

による水難事故対策として、河川を利用する方々

に、天候の急変などによる急激な増水や水辺の危

険箇所を知ってもらうために、子どもを対象とし

た｢ふくおか水辺の安全講座」（図 4-24、写真 4-10

参照）を平成 21年度から NPO 法人と協働で開催し

ています。 

 

 

 

 

  

ビデオにより川の危険箇所を知る 
遭難したときの流され方、 
スローロープによる救助 

  
魚取り、カヌーで川の楽しさを学ぶ 

写真 4-10 水辺の安全講座の様子 

図 4-24 「ふくおか水辺の安全講座」 
案内パンフレット 
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(3) 河川愛護活動の支援 

福岡県では、河川を管理していく上で、管理者が責務を全うすることに加え、地域の財産で

ある河川を地域の手で守ってもらうことが、永続的に健全な河川環境を維持していく上で必要

なことだと考えています。 

そのため、「クリーンリバー推進対策事業」として、河川愛護団体に河川の一部区間の「里

親」になってもらう届出制度を創出し、活動中における事故救済のための保険への加入や報奨

金・ゴミ袋・手袋の支給等の支援を行います。 

また、「企業協働河川愛護事業」として、自ら河川愛護活動を行う河川愛護企業や、河川愛

護団体だけでは実施が困難な作業等について河川愛護団体の支援（伐木、伐根、整地など）を

行う河川愛護活動支援企業の登録など、企業の地域貢献と連携した支援を行います。 

 

図 4-25 河川愛護団体、河川愛護企業及び河川愛護活動支援企業への支援 
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(4) 環境に配慮した連携の重視 

河川やその周辺における不法投棄、ごみのポイ捨て、

生活雑排水、また、外来生物の侵入等、多様な生物を育

む良好な河川環境を保全・再生する上で、不利益となる

要因は種々あります。 

そのため、永続的に良好な河川環境が維持できるよ

う、行政と地域住民、河川愛護団体等とが連携し、環境

教育・環境学習の場として活用を図るとともに、それら

活動の促進・支援に努めます。また、在来種保全・再生のための外来生物対策として、地域住

民等に対し、外来生物の侵入による在来種への影響や外来生物対策の必要性等について広報・

啓発活動に努めます。 

 

(5) 河川情報の共有化の推進 

地域住民の一人ひとりが河川の現状と課題を認識し、行政とともに問題解決に当たるために

は、河川について広く理解してもらい、河川が有する優れた価値を共有する必要があります。 

そのため、パンフレットの配布やイベントの開催、インターネット等様々な情報伝達手段を

活用することにより、情報の公開・提供に努めます。 

 

 

図 4-26 インターネットホームページ（福岡県河川協会） 

 

 

 

写真 4-11 不法投棄の例 


